
第二部・ディスカッション

　まず安藤先生からは、本徳寺の歴史の確認がありました。

Fig.1 姫路船場別院本徳寺　本堂



　

続いてこれまでの調査と公開についてのご報告です。

Fig. 2  会場風景「船場御坊の四百年ー新発見！本徳寺の歴史と名宝ー」展　2011年   　於：イーグレ姫路 

　　　　　　　 



　次に、船場本徳寺所蔵の法衣についての知見をうかがいました。
―――
・まず船場本徳寺は連枝（れんし　東本願寺住職の兄弟等）が住職となる特別な別院であ
　るので、連枝住職が用いる特殊な法衣が多く遺されていること。
・連枝の最初は八代 聞光院一玄（もんこういんいちげん　東本願寺16代一如長男（1677
　～1727）。彼が住職であった享保3年（1718）に本堂が再建されるなどの功績のあった
　方。
・写真の色素絹は、その一玄のものである（御用達　法衣職　長澤清七）。
・目立って豪華な七条袈裟・横被は、安永2年（1773）に東本願寺新門応如（本徳寺入寺
　の約束あり）が依用したものと判明（御装束師　御用　田中利兵衛）。
・「千切屋惣左衛門」の所見は文政11年（1828）であること。
・法衣数の残存数は17代顕明院厳継（けんみょういんごんけい　1854～1924）の時代のも
　のがもっとも多いこと。
―――

Fig.3  〈色素絹（一玄依用）〉　本徳寺所蔵

　また、東本願寺においてはどのようなプロセスを経て法衣を着用できるの
か、ご解説いただきました。



Fig. 4 〈 印判奉書（本山免状）〉 濃州日坂善重寺所蔵

　これ（Fig. 4）は東本願寺から末寺僧侶に対して、法衣装束の着用を許可する「印判奉書
（本山免状）」（愛知県善重寺文書）。嘉永6年（1853）に濃州日坂善重寺の慈住に対
し、一代限りにおいて緞子袈裟の着用を許可するものです。ただし紅紫と浮紋以外は着用
してよいという限定付です。他の文書ではたとえば、本山と御坊以外、つまり自坊では着
用してよい、との条件が記されている場合もあります。

　現時点では文献資料がまだ限られていますが、装束をととのえていくらかかったか、な
どの記録が各寺院に遺されていることもあり、法衣の着用に関してある程度のシステムは
想定されるが全容解明にはまだ研究が必要とのこと。
　真宗大谷派では装束はまず一代限りの許可が多いこと。また、歴史的には僧侶の身分に
合わせた紋様や色があり、着用には許可が必要であったこと。そうした点から、尼門跡寺
院との比較も興味深いことでした。



引き続いて山口先生より、東本願寺における装束の特殊性をお聞きしました。

―――
・東本願寺における装束は、たいへん複雑な体系をもっていること。日本の法衣は、一、
　律衣（りつえ　奈良時代の法衣・律宗）二、教衣（きょうえ）平安時代にできた法衣・
　天台宗や真言宗）三、禅衣（ぜんえ　鎌倉時代にできた法衣・臨済や曹洞宗）に大別す
　ることができること。
・東本願寺が受容しているのは教衣＝天台真言の影響を受けた法衣（たとえば前五條袈裟
　や畳袈裟）が多いこと。
・東本願寺も門跡寺院であり、江戸時代の門主の夫人は有栖川宮や伏見宮、鷹司家といっ
　た宮家や摂家から迎えていたこと。従って東本願寺の奥向きの生活は公家化しており、
　法衣の文様などにも有職文が積極的に導入されていること。法衣以外にも小道服（こど
　うぶく）のような、公家が平生屋敷で着用する装束も遺されていること。
・東本願寺の歴代は近衛家の猶子であることから、近衛家から抱牡丹紋を譲られている。
　各連枝は抱牡丹紋を細かく変えた形で、連枝個人の自紋を持つので、法衣にも多種多様
　な牡丹紋が見られること。
―――

Fig. 5  〈栗皮茶唐緞子丸龍　小道服〉　本徳寺蔵 

　なお、今回紹介された大谷佳人氏の所蔵品は、元々は東本願寺22代門主大谷光瑩師の次
男、瑩誠師（えいじょう　1878年～1948年）の持ち物、つまり連枝の装束です。法衣装束



が再分配されてゆく流れ――例えば門主から得度に際して拝領したもの、他の連枝から譲
られたもの、また御遺物、いわゆる形見分けでいただいたものなどがあることに、充分留
意する必要があるとのご指摘がありました。
　さらに、再分配は門主と連枝の関係性、一門の中で装束が回っていく表れであること。
また畳紙には、所蔵者の名前がほとんど書かれておらず、代わりにお印があること（瑩誠
師であれば亀印がついている）。お印の特定とあわせ、それぞれどなたがお召しになって
いたかは、これからの研究課題ということです。


